
県外ホテル、レストラン販路開拓強化業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名                                

県外ホテル、レストラン販路開拓強化業務 

 

２ 目的                                   

首都圏等の大消費地のホテルやレストランの料理人、食材仕入担当者、フェア企

画担当等（以下、実需者という）に対し、ＧＩ産品をはじめとした特長ある県産農

林水産物等の認知度向上のため、県内の産地視察や首都圏等での熊本フェア開催を

一体的に支援する。また、ふるさと納税と連携した新たな販売促進の取組により、

新たな販路開拓、継続的な取引を目指す。 

 

３ 委託業務の内容                              

（１）業務実施体制の構築 

   効率的かつ効果的な業務実施のため、全体のスケジュールの管理ができる実施

体制を関係機関と連携して構築すること。 

  また、農林水産物及びその流通に精通し、専門的知見・知識を持つ者を業務に

参画させること。 

なお、業務実施計画の策定にあたっては、事前に県（流通アグリビジネス課）

と協議を行うこと。 

※審査会では、専門的知見・知識をもつ者の過去のフェア実績、フェア開催、

食品仕入に関する知識について審査対象とする。 

 

（２）熊本フェアメニュー開発支援 

   実需者に対し、産地視察前に県産農林水産物を提案し、取扱品目の要望を聞取

り、サンプル送付、産地資料（産地の歴史、ストーリー等）作成、提供等により

メニュー開発の支援を実施すること。 

なお、県産農林水産物は、出荷の時期が限定されるものがあることを踏まえ、

実需者へ要望の聞取り、サンプル送付スケジュールの作成等、実需者支援をコー

ディネートできる者を置くこと。 

 

（３）産地視察のコーディネート 

熊本フェアを実施する実需者３社程度（東京２社、大阪１社を想定）に対して、

視察先、取扱品目の要望の聞取りを行い、県と連携して産地視察先の選定、日程

調整を行うこと。 

産地視察は実需者毎に対応することとし、シェフだけでなく、フェア企画担当

や仕入担当等関係者（１社当たり５名程度）に幅広く来てもらうよう努めること。 

別添 



また、産地視察の際は、生産者のこだわり、食材のストーリー等を伝え産地を

体感できる工夫をすること。併せて、試食や地元の活用方法、食材の仕入方法等

の情報を提供すること。 

産地視察の様子を動画撮影し、実需者が実施する熊本フェア時に会場で来場者

が視聴できるよう工夫すること。 

 ※フェアを実施する実需者については、県から情報提供。 

  

（４）熊本フェア実施の支援 

熊本フェアの実施に当たっては、１カ所あたり概ね１週間程度熊本フェアを実

施すること。また、熊本フェアを効果的に実施するために必要な資材の作成、フ

ェアの周知等は、実需者と連携し必要に応じて行うこと。 

   

（５）熊本フェアに向けた実需者の理解醸成 

   フェア来場者にくまもとでの産地視察等体験をフェア来場者に伝達できるよ 

う視察動画や産地視察資料等を作成し、実需者の理解醸成させること。 

 

（６）熊本フェアとふるさと納税サイトとの連携 

実需者と協議し、熊本フェアの食事券を、「ふるさと納税」サイトに可能な限り

掲載するよう努めること。 

  

（７）熊本フェアの情報をフェア来場者が、他の消費者に伝達、拡散するための企画

及び周知 

   熊本フェア来場者がＳＮＳ等を活用し他の消費者に対し、効率的、効果的にフ

ェアの周知、拡散ができるような企画を実施すること。なお、周知する範囲は、

熊本フェアを実施する首都圏等のみならず、熊本県内でも行うこと。 

  （例：実需者公式ＳＮＳと連携した熊本フェアの情報拡散による、くまモンノベ

ルティのプレゼント企画等） 

 

（８）アンケートの実施 

   熊本フェアを実施した実需者に対し、以下の内容を含むアンケートを実施し、

結果を取りまとめること。 

   （アンケートの内容） 

フェア及び使用した県産農林水産物に対する実需者の評価、消費者の評判、

フェアの来客数、フェアで使用した県産農林水産物の仕入額、県への要望等 

  

（９）熊本フェア実施に係る経費について 

   本業務委託に係る費用（サンプル購入費、送料、旅費、宿泊費、食糧費、資材



作成費、広報費等）の支払いについては、委託者が委託金額から支出すること。 

 

４ 実績報告書の作成                             

 ３（１）～（４）までの実施に係る実績報告書を作成し提出する。計画書及び

実績報書の提出は紙及び電子データで行い、以下の内容を含めること。 

（１）業務実施の総括 

実施体制図、活動実績 

（２）熊本フェアメニュー開発支援 

実需者との打合せ概要、サンプル送付食材のリスト 

（３）産地視察のコーディネート 

産地視察の結果、産地視察の写真等 

（４）熊本フェア実施 

フェア時の実需者店舗での写真、作成した資材等 

（５）実需者の熊本フェアに向けた理解醸成 

作成した産地資料等 

（６）ふるさと納税への食事券の掲載結果 

掲載した食事券の内容、食事券の寄付状況等 

（７）熊本フェアの情報をフェア来場者が、他の消費者に伝達、拡散するため企

画及び周知 

周知の内容、実績 

（８）アンケートの結果 

 

５ 委託期間                                 

  契約の日から令和７年（２０２５年）３月２１日（金）まで 

 

６ その他                                  

（１）成果品の著作権は熊本県に帰属する。 

（２）受託者は、業務遂行上必要と認められるものであって、本仕様書の解釈に

疑念が生じた事項及び本仕様書に明記していない事項については、県と協議

のうえ解決する。 

（３）本仕様書に定めがない事項であっても、当方が必要と認めて指示する簡易

な事項については、受託者は、契約金額の範囲内で実施することとする。 

（４）県は、業務の実施にあたり、受託者が必要とする資料や情報等の提供につ

いて、支障のない範囲で協力する。 

（５）受託者は、個人情報保護法を遵守し、個人情報が漏れることがないように

すること。 

（６）この業務に係る経費を明らかにするため、他の経理と明確に区分して、会



計帳簿及び証拠書類を整備するものとし、本委託業務が終了した日の属する

会計年度の終了後５年間、これを保存しなければならない。 

（７）委託期間中及び期間の終了後において、委託者が必要と認める場合は、受

託者に対しこの業務に関して必要な報告を求め、又はその職員が日時・方法

等を協議の上、受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査

させることができる。 


